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「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」 

の失効等に伴う「金融検査マニュアル」等の一部改定について 

 

 

「金融検査マニュアル」及び「金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕」

については、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関す

る法律（平成 21 年法律第 96 号）」の失効等に伴い、別紙１及び別紙２のとおり

改定することとしたので了知されたい。 

 

なお、本通達については、同法の失効の日の翌日（平成 25 年４月１日）以降

を検査実施日とする検査について適用する。ただし、同法附則第２条第１項の

規定により同法の失効の日後もなおその効力を有するとされた、同法第４条第

１項に規定する申込み、同条第２項に規定する確認及び同条第３項に規定する

求め並びに第５条第１項に規定する申込みに係る事案については、同法の失効

の日後においても改定前の「金融検査マニュアル」等（注）を適用する。 

 

（注）改定前の「金融検査マニュアル」金融円滑化編チェックリストのうち、Ⅰ．１．②

ト．、Ⅱ．１．⑴②ル．及びヲ．、Ⅱ．１．⑴③ト．、Ⅱ．１．⑵①（ⅱ）、Ⅱ．１．⑵

④、Ⅲ．１．③及び④、Ⅲ．２．③（ⅷ）及び（ⅸ）、並びに改定前の「金融検査マニ

ュアル別冊〔中小企業融資編〕」のうち、検証ポイント５．（２）ロ．の「中小企業者

等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関す

る指針」の引用部分。 
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